
T O P I C S

７
月
に
執
行
予
定
の
参
議
院

議
員
通
常
選
挙
か
ら
、
次

の
と
お
り
変
更
し
ま
す
。

選
挙
当
日
の
投
票
終
了
時

刻
を
繰
り
上
げ
ま
す

　
選
挙
当
日
の
投
票
終
了
時
刻
は

こ
れ
ま
で
午
後
８
時
で
し
た
が
、

１
時
間
繰
り
上
げ
、
午
後
７
時
に

な
り
ま
す
。

　
投
票
の
際
に
は
、
開
設
時
間
を

お
間
違
え
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　
ま
た
、
期
日
前
投
票
所
の
開
設

期
間
や
開
設
時
間
が
、
市
役
所　

（
本
庁
）
と
支
所
・
出
張
所
で
は

異
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
市
役
所

（
本
庁
）
と
統
一
し
、
公
示
日
の

翌
日
か
ら
投
票
日
前
日
ま
で
の
午

前
８
時
30
分
か
ら
午
後
８
時
ま
で

に
拡
充
し
ま
す
。

　
投
票
日
に
ご
都
合
の
つ
か
な
い

場
合
は
、
期
日
前
投
票
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
参
議
院
議
員
通
常
選
挙

の
詳
細
は
、
決
定
後
に
改
め
て
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

東
広
島
市
は
、
令
和
４
年
３

月
７
日
に
、
２
０
５
０
年

脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
向
け
て
温

室
効
果
ガ
ス
を
実
質
ゼ
ロ
に
す
る

「
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
シ
テ
ィ
」
を
目

指
す
こ
と
を
表
明
し
ま
し
た
。

ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
シ
テ
ィ
の
実
現

に
向
け
た
本
市
の
主
な
取
組
み

　
公
共
施
設
で
は
、
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
積
極
的
な
導
入
や
高

効
率
な
省
エ
ネ
設
備
へ
の
転
換
、

Ｃ
Ｏ
２
排
出
係
数
の
低
い
電
力
へ

の
切
り
替
え
を
行
い
ま
す
。

〇	

市
民
の
皆
さ
ん
の
取
組
み
を
支

援
し
ま
す

　

ご
自
宅
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
導
入
を
支
援
す
る
取
組
み
と

し
て
、
ス
マ
ー
ト
ハ
ウ
ス
化
支
援

補
助
金
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
Ｃ
Ｏ
Ｏ
Ｌ　
Ｃ
Ｈ
Ｏ
Ｉ

Ｃ
Ｅ
（
賢
い
選
択
）
で
は
、
普
段

の
生
活
で
取
り
組
め
る
省
エ
ネ
方

法
な
ど
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

〇	

企
業
・
団
体
の
皆
さ
ん
の
取
組

み
を
支
援
し
ま
す

　
Ｃ
Ｏ
２
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
診
断
か

ら
国
等
の
補
助
を
活
用
し
た
設
備

投
資
ま
で
を
支
援
す
る
制
度
を
設

け
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
市
内
で
生
み
出
さ
れ
る

環
境
価
値
の
創
出
に
取
り
組
み
、

事
業
の
脱
炭
素
化
を
目
指
す
事
業

者
に
融
通
し
ま
す
。

〇	

Ｅ
Ｖ
促
進
の
取
組
み
を
支
援
し

ま
す

　
商
業
施
設
な
ど
広
く
一
般
の
人

が
利
用
で
き
る
施
設
で
の
Ｅ
Ｖ
用

充
電
設
備
の
設
置
費
用
に
対
す
る

補
助
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

〇
そ
の
他

　
産
学
金
官
民
連
携
の
「
Ｓ

−

Ｔ

Ｏ
Ｗ
Ｎ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で
は
、

「
環
境
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
持

続
可
能
な
社
会
の
実
現
に
向
け
た

さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
検
討
し
て
い

ま
す
。

　
目
標
達
成
の
た
め
に
は
、
市
民

や
事
業
者
の
皆
さ
ん
を
は
じ
め
、

市
内
で
活
動
す
る
す
べ
て
の
人
が

協
働
し
て
取
り
組
む
必
要
が
あ
り

ま
す
。
東
広
島
市
は
、
皆
さ
ん
と

一
緒
に
他
地
域
に
先
駆
け
た
取
組

み
を
実
施
し
、
将
来
に
負
担
を
残

さ
な
い
環
境
先
進
都
市
を
実
現
し

ま
す
。

選挙当日の投票終了時刻が夜７時になります
問選挙管理委員会事務局　☎（082）420-0968

東広島市は、ゼロカーボンシティを宣言しています
問環境先進都市推進課　☎（082）420-0928

対象投票所 変更後の内容

投票日当日の投票終了時刻 すべての投票所 午後７時まで

期日前投票所の
開設期間と開設時間

市役所（本庁）、各支所・出張所 公示日の翌日から投票日前日までの
午前８時30分～午後８時

フジグラン（本館１階ときめき広場）
投票日前日までの６日間
午前10時～午後８時

（これまでと変更ありません）

82022.6　広報東広島



T O P I C S
市職員を募集します

問職員課　☎（082）420-0909

市
職
員
採
用
試
験
（
第
１
回
）
を

次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

　
応
募
す
る
人
は
、
職
種
、
応
募
資
格

を
確
認
し
、
申
し
込
み
を
し
て
く
だ
さ

い
。

日
６
月
19
日
㈰
（
１
次
試
験
）

場
市
役
所
本
館

応
募
要
項
お
よ
び
申
込
方
法

　

�

応
募
要
項
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
し
て
い
ま
す
。

　
い
ず
れ
の
職
種
も
学
歴
は
問
い
ま
せ

ん
。

締
６
月
８
日
㈬　
23
時
59
分

申
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

※�

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
電
子
申
請
シ
ス

テ
ム
の
案
内
に
従
っ
て
申
し
込
み
を

し
て
く
だ
さ
い
。

※�

特
別
な
事
情
に
よ
り
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
申
請
が
で
き
な
い
場
合
、
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。

※�

９
月
に
職
員
採
用
試
験
（
第
２
回
）

を
予
定
し
て
い
ま
す
。（
日
程
を
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま

す
。）

職　　　　種 人数 応　　募　　資　　格

一　般　事　務　Ｓ（職務経験者）
［実務経験に応じて、一般行政事務に従事］

２人程度 民間企業、官公庁等での実務経験が令和４年４月30日時点で５年以上ある人
で、昭和52年４月２日以降に生まれた人（令和５年４月１日現在で45歳以下）

情　　報
［実務経験や情報技術に関する知識に応じて、各
部局等の課題解決に向けたＩＣＴ活用施策の企
画提案をはじめ、一般行政事務に従事］

１人程度

昭和52年４月２日以降に生まれた人（令和５年４月１日現在で45歳以下）で、
次の項目のいずれかに該当している人
①	民間企業、官公庁等での情報処理に関する実務経験が令和４年４月30日時
点で５年以上ある人

②デジタル技術やビッグデータの活用実績・研究実績がある人
③	要項に示す情報処理試験のうち、いずれかの試験に合格している人又はこ
れと同等の試験に合格している人

土　木　一　般　Ａ
［公共土木、農業土木に関する測量、設計、施工、
監督等の業務に従事］

４人程度 昭和62年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた人
（令和５年４月１日現在で20歳以上35歳以下）

建　築　一　般　Ａ
［建築確認事務、建築工事に係る設計、施工、監督
等の業務に従事］

１人程度 昭和62年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた人
（令和５年４月１日現在で20歳以上35歳以下）

技　師　一　般　Ｓ（職務経験者）
［実務経験に応じて、土木技師、建築技師、電気技
師又は機械技師として、測量、設計、施工管理、工
事監督等の業務に従事］

２人程度
民間企業、官公庁等での土木、建築、電気又は機械に関する実務経験が令和４
年４月30日時点で５年以上ある人で、昭和52年４月２日以降に生まれた人
（令和５年４月１日現在で45歳以下）

職　　　　種 人数 応　　募　　資　　格

一　般　事　務
［一般行政事務に従事］

10人程度 昭和42年４月２日以降に生まれた人
（令和５年４月１日現在で55歳以下）

保　健　師
［主に保健指導、衛生教育等の業務に従事］

２人程度
昭和42年４月２日以降に生まれた人で、採用日時点で保健師の資格を
有する人
（令和５年４月１日現在で55歳以下）

令和５年度採用の職員（希望に応じて、令和５年４月１日以前の採用も可能です。）

育児休業代替任期付職員
（職員の育児休業の期間を限度に、任期を定めて採用します。※令和４年８月からの採用予定）
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T O P I C ST O P I C S
受動喫煙防止区域を指定します

問医療保健課　☎（082）420-0936

し
、
受
動
喫
煙
防
止
を
啓
発
し

ま
す
。

　
受
動
喫
煙
防
止
区
域
の
詳
細
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

た
ば
こ
を
や
め
た
い
人
へ

禁
煙
を
支
援
し
ま
す

　
子
ど
も
や
妊
産
婦
な
ど
の
受
動

喫
煙
を
防
ぐ
た
め
、
禁
煙
し
た
い

人
を
支
援
し
ま
す
。

対�

市
内
に
住
所
を
有
す
る
20
歳
以

上
の
人

・	

禁
煙
外
来
治
療
費
助
成
制
度
の

拡
充

・	

専
門
家
に
よ
る
禁
煙
相
談
の
実

施
　
禁
煙
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
な
ど
の
専

門
家
（
２
カ
月
に
１
回
）
や
保
健

師
（
随
時
）
に
禁
煙
相
談
が
で
き

４
月
１
日
に
東
広
島
市
受
動

喫
煙
の
防
止
に
関
す
る
条

例
を
施
行
し
ま
し
た
。

　
受
動
喫
煙
に
よ
る
健
康
へ
の
悪

影
響
を
未
然
に
防
止
し
、
子
ど
も

の
健
や
か
な
成
長
に
寄
与
す
る
と

と
も
に
、
誰
も
が
健
康
で
快
適
に

暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
生
活
環
境

を
確
保
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い

ま
す
。

受
動
喫
煙
防
止
区
域
の
指
定

　
条
例
の
制
定
に
伴
い
、
５
月
31

日
㈫
か
ら
、
次
の
と
お
り
受
動
喫

煙
防
止
区
域
を
指
定
し
ま
す
。

・�

市
長
が
、
市
民
等
の
健
康
の
た

め
、
特
に
受
動
喫
煙
防
止
を
図

る
必
要
が
あ
る
と
認
め
、
指
定

す
る
区
域

・�

東
広
島
市
ポ
イ
捨
て
等
防
止
に

関
す
る
条
例
第
７
号
の
規
定
に

よ
り
環
境
美
化
強
化
地
域
と
し

て
指
定
す
る
区
域

※�

た
だ
し
、
受
動
喫
煙
を
防
止
す

る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て

い
る
と
市
長
が
認
め
る
喫
煙
所

で
喫
煙
す
る
場
合
を
除
き
ま
す
。

※�

受
動
喫
煙
を
防
止
す
る
た
め
の

措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
喫
煙

所
以
外
で
は
、
区
域
内
で
の
喫

煙
は
で
き
ま
せ
ん
。

※�

市
職
員
な
ど
が
定
期
的
に
巡
回

ま
す
。

・
チ
ー
ム
で
禁
煙
チ
ャ
レ
ン
ジ

　

禁
煙
に
取
り
組
む
市
民
、
そ

の
家
族
や
知
人
を
対
象
と
し
た
、

「
チ
ー
ム
で
取
り
組
む
禁
煙
」
を

応
援
し
ま
す
。
４
カ
月
間
の
取
組

み
で
禁
煙
成
功
し
た
チ
ー
ム
に
は
、

卒
煙
証
書
と
、
記
念
品
と
し
て
東

広
島
の
特
産
品
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し

ま
す
。
取
組
み
期
間
中
は
禁
煙
に

つ
い
て
の
健
康
講
座
や
禁
煙
相
談

を
利
用
で
き
ま
す
。

受
動
喫
煙
防
止
の
た
め
の

取
組
み

　
東
広
島
市
は
、
幼
少
期
か
ら
の

た
ば
こ
の
害
に
関
す
る
知
識
の
普

及
・
意
識
の
啓
発
や
、
市
民
の
健

康
づ
く
り
、
受
動
喫
煙
防
止
に
対

す
る
知
識
の
普
及
・
意
識
の
啓
発

を
行
い
ま
す
。

　
そ
の
ほ
か
の
取
組
み
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介
し

て
い
ま
す
。

　

５
月
31
日
㈫
は
「
世
界
禁
煙

デ
ー
」、
５
月
31
日
㈫
～
６
月
６

日
㈪
は
「
禁
煙
週
間
」
で
す
。
望

ま
な
い
受
動
喫
煙
を
防
ぐ
、
や
さ

し
い
東
広
島
の
ま
ち
づ
く
り
に
、

皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

６
月
１
日
か
ら
８
月
31
日
ま
で

広
島
県
農
薬
危
害
防
止
運
動

が
実
施
さ
れ
ま
す
。
農
薬
や
除
草
剤

を
使
う
と
き
は
次
の
こ
と
に
注
意
し

ま
し
ょ
う
。

１　
農
薬
を
散
布
す
る
前
に

・�

農
薬
を
使
用
す
る
場
合
は
、
事
前

に
近
所
の
人
や
近
隣
の
農
作
物
栽

培
者
へ
の
周
知
を
徹
底
し
ま
し
ょ

う
。

・�「
農
林
水
産
省
登
録
第
○
○
○
号
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
登
録
農
薬
を

使
用
し
ま
し
ょ
う
。

・�

農
薬
容
器
の
使
用
方
法
、
注
意
事

項
を
必
ず
読
み
ま
し
ょ
う
。

・�

農
薬
の
特
性
を
知
っ
て
周
辺
の
別

の
作
物
に
影
響
が
な
い
も
の
を
選

び
ま
し
ょ
う
。

２　
散
布
す
る
時
は

・�

適
用
作
物
、
使
用
量
、
濃
度
、
使

用
時
期
な
ど
の
使
用
基
準
を
必
ず

守
り
ま
し
ょ
う
。

・�

近
接
ほ
場
で
栽
培
さ
れ
て
い
る
作

物
へ
の
農
薬
の
飛
散
を
防
止
し
ま

し
ょ
う
。

・�

水
田
で
除
草
剤
な
ど
を
使
用
す
る

時
は
、
注
意
事
項
に
記
載
さ
れ
た

止
水
期
間
を
順
守
し
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
田
植
前
か
ら
初
期
除
草
剤

を
使
用
す
る
場
合
は
、
使
用
か
ら

農薬や除草剤による危害と事故を防ぎましょう
問園芸センター　☎（082）433-4411

受動喫煙防止区域で人通りが多い
場所には標識を設置します
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T O P I C S
６月１日から７日は水道週間です

問業務課　☎（082）421-3661　給水課　☎（082）421-3665

※�

取
替
費
用
を
使
用
者
に
請
求
す

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※�

配
管
や
止
水
栓
な
ど
の
破
損
・

故
障
に
よ
り
取
替
作
業
が
で
き

な
い
場
合
は
、
水
道
局
で
修
繕

対
応
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
給
水
課
に
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

取
替
作
業
従
事
者
／

・
黒
瀬
・
安
芸
津
地
区

　
東
広
島
市
管
工
事
協
同
組
合

　
☎（
０
８
２
３
）82・８
３
３
３

・
そ
の
他
の
地
区

東
広
島
市
指
定
水
道
工
事
業
協

同
組
合

　
☎（
０
８
２
）４２２
・
４
１
８
１

※�

従
事
者
は
身
分
証
明
書
を
携
行

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
作
業
後

に
は
事
業
者
名
や
取
替
指
針
を

記
載
し
た
「
水
道
メ
ー
タ
ー
取

替
完
了
の
お
知
ら
せ
」
を
お
渡

し
し
ま
す
。

取
替
作
業
に
関
す
る
注
意
／

・�

原
則
立
ち
会
い
は
不
要
で
す
。

不
在
の
場
合
も
作
業
を
行
い
ま

す
。

・�

メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
や
パ
イ
プ

シ
ャ
フ
ト
付
近
に
物
を
置
か
な

い
で
く
だ
さ
い
。
水
道
メ
ー

タ
ー
が
自
動
車
な
ど
の
下
に
あ

る
場
合
は
、
作
業
時
に
移
動
を

お
願
い
し
ま
す
。

今
年
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

「
大
切
な

　  

水
と
一
緒
に

　
暮
ら
す
日
々
」

　
水
道
は
毎
日
の
生
活
に
欠
か
す

こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
ラ
イ
フ

ラ
イ
ン
で
す
。
市
内
に
は
複
数
の

浄
水
場
が
あ
り
、
河
川
な
ど
を
水

源
と
し
て
活
用
し
て
い
ま
す
。
み

ん
な
で
水
源
を
き
れ
い
に
し
ま

し
ょ
う
。

蛇
口
パ
ッ
キ
ン
の
無
料
配
布

日
６
月
１
日
㈬
～
７
日
㈫

場�

水
道
局
、
市
役
所
本
庁
総
合
案

内
、
各
支
所
・
出
張
所

※
一
人
２
つ
ま
で

水
道
メ
ー
タ
ー
の
取
替
え

　
計
量
法
に
よ
る
検
定
有
効
期
間

（
８
年
間
）が
満
了
す
る
水
道
メ
ー

タ
ー
を
取
り
替
え
ま
す
。

　

取
替
え
の
対
象
と
な
る
水
道

メ
ー
タ
ー
の
使
用
者
に
は
、
事
前

に
「
水
道
メ
ー
タ
ー
取
替
え
に
つ

い
て
の
お
知
ら
せ
」
を
ハ
ガ
キ
で

郵
送
し
ま
す
。

※�

建
物
の
管
理
者
・
所
有
者
へ
は

通
知
し
ま
せ
ん
。

日�

６
月
～
令
和
５
年
３
月
ま
で
順

次

・�

作
業
中
は
10
分
～
15
分
程
度
断

水
し
ま
す
。
店
舗
な
ど
で
断
水

可
能
な
時
間
帯
が
限
ら
れ
る
場

合
は
、
水
道
局
に
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

・�

メ
ー
タ
ー
保
温
カ
バ
ー
は
、
経

年
劣
化
な
ど
で
傷
む
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

問
給
水
課

水
道
週
間
　
作
品
募
集

締
６
月
30
日
㈭
必
着

申
郵
送

問
申
水
道
局
業
務
課

※�

応
募
要
領
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

７
日
間
は
止
水
を
徹
底
し
ま
し
ょ

う
。

・�

必
ず
防
除
衣
、
農
薬
用
マ
ス
ク
、

保
護
メ
ガ
ネ
な
ど
の
防
護
装
備
を

着
用
し
ま
し
ょ
う
。

・�

体
の
調
子
が
悪
い
人
は
散
布
作
業

を
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

３　
散
布
が
終
わ
っ
た
ら

・�

必
ず
う
が
い
を
し
、
全
身
を
よ
く

洗
い
ま
し
ょ
う
。

・�

飲
酒
を
控
え
、
早
め
に
体
を
休
め

ま
し
ょ
う
。

・�

農
薬
を
使
用
し
た
ら
、
使
用
年
月

日
、
作
物
、
農
薬
名
、
使
用
量
、

希
釈
倍
率
な
ど
を
記
帳
し
ま
し
ょ

う
。

４　
農
薬
の
保
管
・
管
理
は

・�

食
品
類
と
区
分
し
て
、
子
ど
も
の

手
の
届
か
な
い
安
全
な
鍵
の
か
か

る
場
所
で
保
管
し
ま
し
ょ
う
。

・�

農
薬
を
他
の
容
器
（
清
涼
飲
料
水

の
容
器
な
ど
）
に
移
し
替
え
な
い

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

・�

万
一
、
盗
難
や
紛
失
の
場
合
は
、

直
ち
に
最
寄
り
の
警
察
署
に
届
け

出
ま
し
ょ
う
。

募集項目 内　　容 対　象

標　　語 ハガキ１枚に１標語（応募数は自由）
テーマ／水道の役割や大切さ どなたでも

作　　文
小学校１～３年生／原稿用紙２～３枚程度
小学校４～６年生／原稿用紙３～４枚程度
中学生／原稿用紙４～５枚程度
テーマ／水道に関するもの 小・中学生

図画・
ポスター

Ａ２判～Ｂ４判程度
題材／水道に関するもの

習　　字 半紙　題材／小学校１～３年生「みず」
小学校４～６年生「水道週間」 小学生
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T O P I C S
高齢者の在宅生活支援サービス

問地域包括ケア推進課　☎（082）420-0984

緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
事
業

　
緊
急
通
報
機
器
を
貸
与
し
ま
す
。
緊

急
通
報
機
器
の
ボ
タ
ン
を
押
す
と
自
動

的
に
受
信
セ
ン
タ
ー
に
つ
な
が
り
、
自

宅
で
急
病
や
事
故
な
ど
の
緊
急
事
態
が

発
生
し
た
際
の
通
報
や
、
日
常
生
活
の

健
康
相
談
な
ど
が
で
き
ま
す
。

対�

65
歳
以
上
で
緊
急
性
の
あ
る
疾
病
を

持
つ
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
な
ど

料
次
表
の
と
お
り

　
次
の
い
ず
れ
か
を
選
択
で
き
ま
す
。

申�

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
ま
た
は
各
支

所
に
申
請
書
を
提
出

※�

利
用
者
の
自
宅
に
駆
け
つ
け
が
可
能

な
協
力
員
を
原
則
１
人
以
上
確
保
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※�

協
力
員
が
確
保
で
き
な
い
場
合
は
、

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
常
生
活
用
具
給
付
事
業

　
電
磁
調
理
器
や
自
動
消
火
器
を
給
付

し
ま
す
。

対�

65
歳
以
上
で
心
身
機
能
の
低
下
な
ど

に
伴
い
、
火
の
元
の
管
理
に
不
安
の

あ
る
在
宅
の
寝
た
き
り
高
齢
者
や
ひ

と
り
暮
ら
し
高
齢
者
な
ど
で
、
市
民

税
非
課
税
世
帯
な
ど
に
属
す
る
人

申�

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
ま
た
は
各
支

所
に
申
請
書
（
保
健
師
、
各
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
な
ど
に
よ
る
証
明
が
必
要
）

を
提
出

軽
度
生
活
援
助
事
業

　

軽
作
業
（
草
刈
り
や
樹
木
の
剪
定
、

樹
木
の
伐
採
、
障
子
の
張
替
え
、
網
戸

の
張
替
え
、
ふ
す
ま
の
張
替
え
）
を
行

い
ま
す
。

※�
作
業
対
象
は
、
日
常
生
活
を
安
全
・

衛
生
的
に
保
つ
範
囲
に
限
り
ま
す
。

対�

65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢

者
や
高
齢
者
の
み
で
構
成
す
る
世
帯

で
市
民
税
非
課
税
の
世
帯
の
人

申�

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
ま
た
は
各
支

所
に
申
請
書
（
保
健
師
、
各
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
等
に
よ
る
証
明
が
必
要
）
を

提
出

寝
具
洗
濯
サ
ー
ビ
ス
事
業

　
寝
具
の
丸
洗
い
や
消
毒
を
し
ま
す
。

対�

65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者

や
高
齢
者
の
み
の
世
帯
で
、
失
禁
等

に
よ
り
寝
具
が
汚
れ
、
本
人
や
家
族

に
よ
る
寝
具
の
衛
生
管
理
が
困
難
な

人
申�

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
ま
た
は
各
支

所
担
当
課
に
申
請
書
（
保
健
師
、
各

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
ケ
ア
マ

ネ
ジ
ャ
ー
等
に
よ
る
証
明
が
必
要
）

を
提
出

そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス

　
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
や
各
支
所
・

出
張
所
で
配
布
す
る
冊
子
「
い
き
い
き

げ
ん
き
」
に
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

住
み
慣
れ
た
地
域
で
自
立
し
た
生

活
を
継
続
で
き
る
よ
う
、
在
宅

で
生
活
す
る
高
齢
者
を
対
象
と
し
た
生

活
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

配
食
サ
ー
ビ
ス
事
業

　
栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
食
事
を
配

達
す
る
と
同
時
に
、
利
用
者
の
安
否
を

確
認
し
ま
す
。
き
ざ
み
食
や
減
塩
食
な

ど
も
提
供
で
き
ま
す
。

利	

用
可
能
日
／
月
～
土
曜
日
の
う
ち
希

望
を
す
る
日
（
祝
日
も
可
）。
１
日

１
食
（
昼
食
ま
た
は
夕
食
）
ま
で

※�

年
末
年
始
・
日
曜
日
は
利
用
で
き
ま

せ
ん
。

対�

毎
日
の
食
事
の
調
理
が
困
難
な
65
歳

以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
ま
た
は
高
齢

者
の
み
の
世
帯
に
該
当
す
る
人
（
介

護
保
険
第
２
号
被
保
険
者
を
含
む
）

料
１
食
４
９
０
円

申�

地
域
包
括
ケ

ア
推
進
課
ま

た
は
各
地
域

包
括
支
援
セ

ン
タ
ー

※�

事
前
に
訪
問

調
査
あ
り

【固定型】

【携帯型】

区　分 利用料

所得税非課税世帯 無　料

所得税課税世帯かつ
市民税非課税世帯 無　料

所得税課税世帯かつ
市民税課税世帯

１月あたり
1,078円
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T O P I C S
元気すこやか健診が始まります！

問医療保健課　☎（082）420-0936

料
自
己
負
担
金
２
，
０
０
０
円

21	

歳
以
上
39
歳
以
下
の
奇
数
年
齢
の
女

性
／
昨
年
度
、
元
気
す
こ
や
か
健
診

で
子
宮
頸
が
ん
検
診
を
未
受
診
の
人

は
、
集
団
健
診
に
限
り
、
子
宮
頸
が

ん
検
診
を
受
診
で
き
ま
す
。

料
自
己
負
担
金
５
０
０
円

〇
集
団
健
診

受	

診
期
間
／
７
月
13
日
㈬
～
11
月
２
日

㈬
申
受
診
券
に
添
付
し
て
い
る
ハ
ガ
キ

〇
医
療
機
関
健
診

受	

診
期
間
／
６
月
１
日
㈬
～
令
和
５
年

１
月
31
日
㈫

申�

直
接
医
療
機
関
に
申
し
込
み
（
受
診

券
を
持
参
）

〇
健
診
料
金
無
料
証
明
書
の
発
行

　
市
県
民
税
非
課
税
世
帯
や
生
活
保
護

世
帯
な
ど
に
属
す
る
人
は
、
健
診
料
金

が
無
料
で
す
（
前
立
腺
が
ん
検
診
を
除

く
）。

　
転
入
な
ど
に
よ
り
課
税
状
況
の
確
認

が
で
き
な
い
場
合
は
、令
和
４
年
度（
令

和
３
年
分
）
市
県
民
税
課
税
台
帳
記
載

事
項
証
明
書
（
世
帯
全
体
）
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

※�

健
診
料
金
無
料
証
明
書
は
、
受
診
の

際
に
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

〇	

節
目
歯
周
疾
患
健
診
を
受
け
ま
し
ょ

う
！

　
今
年
度
か
ら
新
た
に
、
70
歳
の
人
も

対
象
と
な
り
ま
し
た
。
歯
周
病
は
明
ら

か
な
痛
み
を
伴
わ
ず
進
行
す
る
こ
と
が

あ
る
生
活
習
慣
病
で
す
。
こ
の
機
会
に
、

是
非
一
度
ご
自
身
の
口
腔
内
チ
ェ
ッ
ク

を
し
て
く
だ
さ
い
。

対
40
歳
・
50
歳
・
60
歳
・
70
歳

料
８
０
０
円
（
70
歳
は
無
料
）

申�

直
接
歯
科
医
院
に
申
し
込
み
（
受
診

券
を
持
参
）

※�

詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載

し
て
い
ま
す
。

〇
受
診
券
を
送
付
し
て
い
る
人

　
40
歳
以
上
の
市
民
と
20
歳
以
上
（
令

和
５
年
３
月
31
日
時
点
）
の
偶
数
年
齢

の
女
性

〇	

受
診
券
が
送
付
さ
れ
て
い
な
く
て
も

健
診
を
受
け
ら
れ
る
場
合

　
39	

歳
以
下
の
人
／
集
団
健
診
に
限
り
、

基
本
健
診
が
受
診
で
き
ま
す
。

健診料金無料証明書の申請方法

特定健診・基本健診

節目歯周疾患検診・肝炎ウイルス検診・がん検診
70歳以上は無料（前立腺がんを除く）

集 団 健 診
ハガキまたはオンラインによる申し込みの際に課税状況の確認に同
意した人は、各世帯の市県民税課税状況などを確認し、対象者には
受診票とともに「健診料金無料証明書」を同封します。

医療機関健診

健診受診の前に、「健診料金無料証明書」の申請が必要です。
持	本人確認書類（マイナンバーカードや健康保険証、運転免許証な
ど）または元気すこやか健診受診券
申�医療保健課または各支所・出張所（福富支所及び各出張所は申請
のみ）

元気すこやか健診
ホームページ

節目歯周疾患検診
ホームページ

項　目 対　象　者
節目歯周疾患検診 40歳・50歳・60歳・70歳（令和５年３月31日時点）

Ｂ型・Ｃ型
肝炎ウイルス

40歳以上で過去に市の健診でこの検査を受けていない人
※現在Ｂ型・Ｃ型肝炎で治療中や経過観察中、
　治療後の人はこの検査は適しません

肺がん 40歳以上
※	50歳以上で、喫煙指数600以上の人は喀痰検査
を実施します（喀痰検査）

胃がん 40歳以上
大腸がん 40歳以上

子宮頸がん 20歳以上（女性）
偶数年齢
奇数年齢

※昨年度未受診の人のみ

乳がん 40歳以上（女性）
偶数年齢
奇数年齢

※昨年度未受診の人のみ
前立腺がん 50歳以上（男性）

項　目 対　象　者

特定健診 東広島市国民健康保険加入者（40～74歳）
受診日まで継続して加入

基本健診

東広島市国民健康保険
年度途中加入者（40～74歳）
令和４年４月２日以降に加入
後期高齢者医療制度加入者

39歳以下の人
医療保険未加入者（40歳以上）
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